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第１章 各定義 

1-1.空家特措法の定義 

 空家特措法では，建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなさ

れていないことが常態※であるもの及びその敷地を「空家等」と定義しています。 

さらに，そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などに

あると認められる空家等を「特定空家等」と定義しています。 

空家特措法では，空家等を除却した跡地や全てが空室の共同住宅等は対象となります

が，一部が空室の共同住宅等は対象としていません。 

 

 

 

 

【空家等対策の推進に関する特別措置法（空家特措法）】 

第二条 

この法律において「空家等」とは，建築物又はこれに附属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。）をいう。ただし，国又は地方公共団体が所有し，又は管理

するものを除く。 

 

図 １-１ 空家特措法の定義 

  

【空家等】 

●「建築物」と「これに

付属する工作物」と「そ

の敷地」 

●使用がなされていない

ことが常態 
【特定空家等】 

●著しく保安上危険となるおそれの

ある状態 
●著しく衛生上有害となるおそれの

ある状態 

●適切な管理が行われないことによ

り著しく景観を損なっている状態 

●その他周辺の生活環境の保全を図

るために放置することが不適切で

ある状態 

◆一戸建 

◆共同住宅 

◆非住宅（工場，店舗など） 

 

※居住その他の使用がなされていないことが常態であるとは，国の基本指針において，「建築物等が長

期間にわたって使用されていない状態をいい，例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないこ

と」とされています。 
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1-2.住宅・土地統計調査の定義 

 住宅・土地統計調査は，市内のある区域の調査結果を基に推計したものです。この調

査では，居住世帯のない住宅で「二次的住宅」，「賃貸用の住宅」，「売却用の住宅」，「そ

の他の住宅」を「空き家」と定義しています。 

 特に「その他の住宅」については，問題視されている放置されている空き家も含まれ

ています。 

空家特措法の定義とは異なり，長屋，共同住宅は住戸単位で「空き家」とされます。 

 

 
※1 一時現在者のみの住宅：昼間だけ使用している，何人かの人が交代で寝泊まりしているなど，そこに 

ふだん居住している者が 1 人もいない住宅 

※2 二次的住宅：別荘やふだん住んでいる住宅とは別に，残業で遅くなったときに寝泊まりするなど，た 

まに寝泊まりしている人がいる住宅 

※3 賃貸用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸のために空き家になっている住宅 

※4 売却用の住宅：新築・中古を問わず，売却のために空き家になっている住宅 

※5 その他の住宅：上記以外の人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期 

にわたって不在の住宅や建替などのために取り壊すことになっている住宅など 

図 １-２ 住宅・土地統計調査の定義 
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その他の住宅※５ 
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1-3.平成２７年度調布市空き家実態調査の定義 

 調査では，一戸建，共同住宅，商業系建築物，工業系建築物を対象として，道路から

の外観目視で，以下の項目を調査し，総合的に判定しています。 

複数戸居住している場合は，全ての住居が空室である場合に限り空き家と判定として

います。 

  

表 １-１ 空き家の判定項目 

項目 主眼点 

建
築
物 

表札  表札の有無 (剥がされているもの等を含む) 

 洗濯物  洗濯物の有無 

 雨戸  雨戸の開閉状況 

 電気メーター  通電の有無 

 ガスメーター  通ガスの有無 

家庭用品等  家庭用品の有無 

 侵入防止の措置  鍵・ロープ・鎖等の侵入防止措置 

 郵便受け  放置郵便物，塞ぎなど 

敷
地 

 雑草の繁茂  雑草の繁茂の状況 

 鉢植・植栽  鉢植・植栽の管理状況 

そ
の
他 

 管理者看板  移転のお知らせ，不動産業者等の看板・貼り紙 

 その他  特記すべき事項 

 

 さらに，空き家の状態をⅠ～Ⅳの観点で分類し，各分類において該当した空き家を特

定空き家相当としています。 

 

表 １-２ 特定空き家の状態分類 

Ⅰ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

Ⅱ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

Ⅲ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

Ⅳ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
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第２章 東京都の取組 

2-1.東京都空き家対策連絡協議会 

○空き家対策に取り組む区市町村に対し，他自治体の取組の情報共有や専門知識の習得

等をはじめとする技術支援を行うため，東京都空き家対策連絡協議会を設置していま

す。 

 

出典：東京都ホームページ 

図 ２-１ 東京都空き家対策連絡協議会のイメージ 

 

2-2.平成２８年度東京都相続空家等の利活用円滑化モデル事業 

○相続等で発生した空き家の売却・賃貸・適正管理等の利活用を図るためのモデル事業

者を公募し，以下の 3 者をモデル事業者として決定ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都ホームページ 

図 ２-２ 相続空家等の利活用円滑化モデル事業イメージ 

モデル事業者 

 ・ＮＰＯ法人 空家・空地管理センター 

・東京急行電鉄株式会社 

・ミサワホーム株式会社 
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2-3.専門家団体等との協定締結（相談窓口開設団体） 

○空き家の有効活用，適正管理，空き家発生の未然防止等を推進するため，不動産，建

築，法律等の専門家団体及び金融機関と協力・連携に関する協定を締結しています。

都内に所在する空き家の所有者等が抱える課題に応じた専門家による相談窓口を順

次設置しています。 

 

2-4.区市町村に対する支援 

○東京都は，区市町村による計画的な空き家の利活用等を促進することを目的として，

区市町村の取組に対し，以下の補助を行っています。 

 

 ①空き家実態調査への補助 

②空き家等対策計画作成の補助 

③空き家改修への補助 

④老朽空き家除却への補助 

⑤専門家を活用した空き家相談体制整備への補助 

 

 

2-5.その他の支援（不燃化特区制度） 

○木造住宅密集地域のうち，「不燃化特区」として指定されている地区では，区が老朽

建築物の除却や建替等を行う方へ助成をしています。東京都は，そのような区を支援

するため，除却費や設計費の一部を補助しています。  
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第３章 空き家の現状と問題点・課題 

3-1.調布市の住宅の内訳 

 

【調布市の住宅の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住宅・土地統計調査の公表値（戸数）は，表章単位未満の位で四捨五入している（市区町村は 1 位を四

捨五入して 10 位までを有効数字として表章している）ため，総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。 

※（ ）の中の数値は，住宅総数に占める割合 

出典：平成 30 年 住宅・土地統計調査 

  

○居住世帯ありの住宅は 11.4 万戸あり，住宅総数の 89.3％です。 

○空き家は 1.3 万戸あり，住宅総数に占める空き家率は 9.9％です。 

住
宅
総
数

12,690戸（9.9%）

居住世帯ありの住宅 114,250戸（89.3%）

空
き
家

二次的住宅 80戸（0.1％）

賃
貸
用
の
住
宅

売却用の住宅 1,070戸（0.8%）

腐朽・破損あり 1,160戸（0.9%）
長屋建・共同住宅
1,150戸（0.9％）

一戸建 10戸（0.0％）

そ
の
他
の
住
宅

腐朽・破損なし 7,900戸（6.2%）

腐朽・破損なし 2,160戸（1.7％）

腐朽・破損あり 320戸（0.3％）

長屋建・共同住宅
7,820戸（6.1％）

一戸建 80戸（0.1％）

長屋建・共同住宅
80戸（0.1％）

一戸建 240戸（0.2％）

長屋建・共同住宅
1,550戸（1.2％）

一戸建 610戸（0.5％）

9,060戸（7.1%）

2,480戸（1.9％）

127,980戸

一時現在者のみの住宅・建築中の住宅 1,030戸（0.8%）

腐朽・破損あり 6,360戸（5.0％）

腐朽・破損なし 107,890戸（84.3％）
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【調布市の空き家（平成 30 年 住宅・土地統計調査）の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本頁以降，割合は端数を四捨五入しているため，常に合計が 100％とはなりません。 

※本頁以降，グラフ内の数値等の表示について，余白の都合で表示することが難しい場合，割合が 1 割未

満のものを表示しないことがあります。 

出典：平成 30 年 住宅・土地統計調査 

  

○本市の空き家は賃貸用の住宅が 9,060 戸と最も多く，それらの大半は共同住宅

となっています。 

○その他の住宅の空き家は 2,480 戸あり，その中には損傷ありの住宅が含まれて

います。 

居住世帯ありの住宅, 

114,250戸,89.3％

空き家, 

12,690戸, 9.9%

一時現在者のみの

住宅・建築中の住宅, 

1,030戸, 0.8%

共同住宅 損傷なし、

7,820戸

二次的住宅, 80戸 売却用の住宅, 

1,070戸
その他の住宅, 2,480戸

賃貸用の住宅, 9,060戸

一戸建 損傷

なし,610戸

共同住宅 損傷

なし,1,550戸

一戸建 損傷

なし, 410戸

一戸建

損傷なし,

80戸

共同住宅

損傷あり,

1,150戸

共同住宅 損

傷なし, 640戸

一戸建

損傷あり,

240戸

共同住宅

損傷あり,

80戸
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3-2.住宅の状況 

（１）多摩地域２６市における調布市の住宅の状況 

①住宅の総数 

 
【多摩地域 26 市の住宅総数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査，平成 30 年全国都道府県市区町村別面積調 

 

【住宅の建て方別の割合（居住世帯ありの住宅）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査  

○本市の住宅の総数は，多摩地域 26 市の平均を超え，26 市中４位です。行政面

積が同規模の小平市，多摩市より住宅数は多くなっています。 

○本市の住宅の建て方では，共同住宅の占める割合が約７割を占め，26 市中３位

です。多摩市，武蔵野市の次に割合が高くなっています。 
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（２）調布市の住宅市場の動向 

①住宅ストックの状況 

 

【世帯数と住宅総数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住宅・土地統計調査 

 

 

  

○住宅総数が世帯数を上回っており，その割合は増加傾向にあります。 

○住宅の建て方別にみると，一戸建，共同住宅ともに増加傾向にあり，その割合は

共同住宅が約７割，一戸建が約３割で，概ね一定に推移しています。 
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【住宅の建て方別の住宅数（居住世帯ありの住宅）の推移】 

 

 

 

【住宅の建て方別の割合（居住世帯ありの住宅）の推移】 
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出典：住宅・土地統計調査 

出典：住宅・土地統計調査 
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【１住宅当たり延べ面積】 

住宅全体 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 
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○本市の住宅全体の１住宅当たりの延べ面積は 62.0 ㎡で，多摩地域 26 市の中で

最も狭くなっています。 

○一戸建の１住宅当たりの延べ面積は 105.5 ㎡で，26 市中 17 位です。共同住

宅の 1 住宅当たりの延べ面積は 44.8 ㎡で，26 市中 21 位です。 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 
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共同住宅 

 
出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 
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②住宅の老朽状況 

 

【建築時期別老朽状況別の住宅数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 

 

【建築時期別の老朽状況の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査  

○腐朽・破損ありの住宅の割合は，住宅全体の約７%となっています。 

○昭和 45 年以前の住宅では，腐朽・破損ありが約２割を占めており，建築時期が

古いほど，腐朽・破損ありの割合が高くなっています。 
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【建て方別の老朽状況の割合】 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 

  

6.2%、
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③中古住宅の流通状況 

 

【持ち家として取得した中古住宅の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 新築の住宅を購入：新築の建て売り住宅又は分譲住宅を買った場合のことです。 

※2 新築（建替を除く）：新しく住宅を建てた場合又は以前あった住宅以外の建物や施設を取り壊してそこ

に新しく住宅を建てた場合のことです。 

出典：住宅・土地統計調査 

 

【住宅地，中古マンションの取引件数の推移】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：RESAS 地域経済分析システム  

○新築での取得及び中古での取得とも増加傾向にあります。 

○新築での取得が中古での取得を上回ります。 

○中古マンションの取引件数は増加傾向にあり，多摩地域 26 市の平均取引件数を

大きく上回っています。 
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④住宅の更新状況 

 

【新設住宅着工戸数，滅失戸数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調布市 統計書，東京都都市整備局市街地建築部建築企画課「建築統計年報」  

○新設住宅着工戸数が，滅失戸数を大きく上回っています。 

○新設住宅着工戸数と関係なく，滅失戸数は概ね同程度で推移しており，住宅がな

くならず，供給され続けている状況にあります。 
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（３）調布市の住宅所有者の傾向 

①住宅の取得方法 

 

【持ち家の取得方法の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 

 

【持ち家の取得方法別・建築時期別戸数の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 

  

○新築の住宅を購入及び中古住宅を購入の割合は，全国及び多摩地域 26 市平均を

上回っており，住宅市場の需要があります。 

○建築時期が古い持ち家ほど，相続・贈与で取得されています。 
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②持ち家の世帯主の状況 

 

【世帯主年齢別，住宅の種類別の世帯数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 

 

【世帯主年齢別の持ち家世帯数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住宅・土地統計調査 

  

○持ち家の世帯主は，全体の４割以上が 65 歳以上となっています。 

○世帯主の年齢が上がるに従い，持ち家（一戸建）の世帯主が多くなっています。 

○65 歳以上の世帯主は，世帯数及び割合ともに増加傾向にあります。 
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【世帯主年齢別の持ち家世帯割合の推移】 

 

出典：住宅・土地統計調査 
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③高齢者世帯の状況 

 
【主世帯総数に占める高齢者世帯数の割合】 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 

 

【住宅の建て方別高齢者世帯の割合】 

  

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 
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○65 歳以上の単身世帯の割合が，全国及び多摩地域 26 市平均を上回っています。 

○高齢者世帯の多くは共同住宅に居住しており，年齢が高くなるに従い，共同住宅

に居住する割合は低下する傾向にあります。 
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（４）住宅の状況 

 

項目 

主な現状 
※丸付き数字は８～２０ページ

にある項目ごとの見出し番号

と対応 

状況 
※丸付き数字は左欄の「主な現状」と

対応 

（１）多摩地域 26市に

おける調布市の住宅

状況 

①多摩地域で上位の住宅

総数である 

①共同住宅が占める割合

も多摩地域で上位に位

置する 

■多摩地域では高い住宅ニー

ズを有しており，特に共同住

宅は顕著であるため，多摩地

域における住宅市場の優位

性は高い（①） 

 

（２）調布市の住宅市

場の動向 

①住宅ストックは増加し

ている 

①一戸建，共同住宅ともに

増加傾向 

①住宅のうち，共同住宅が

約７割を占める 

②建築時期が古い住宅ほ

ど老朽化が進行してい

る 

③新築での取得が中古で

の取得を上回る 

③中古住宅の取得数は増

加傾向 

③中古マンションの取引

件数は多摩地域26市の

平均を上回る 

④住宅がなくならず，供給

され続けている状況 

■新築への購入者ニーズが高

く，住宅ストックの増加して

いる中，不要となった住宅が

なくならない状況にあるた

め，今後は住宅の過剰供給が

想定される（①，③，④） 

 

■古い住宅の更新が行われな

いと老朽化した住宅ストッ

クが増加する可能性が高い

（①，②，④） 

 

■多摩地域では中古市場の優

位性がみられ，取得動向も増

加傾向にあるため，中古市場

ニーズはある（③） 

（３）調布市の住宅所

有者の傾向 

①新築住宅及び中古住宅

購入の需要大 

②65 歳以上の世帯主の持

ち家が約４割を占める 

②世帯主が高齢なほど一

戸建の持ち家が多い 

③65 歳以上の単身世帯数

の占める割合が高い 

■新築住宅，中古住宅の市場ニ

ーズは高い（①） 

 

■高齢者が持ち家である割合

が高く，６５歳以上の単身世

帯数の占める割合が高いた

め，今後，相続等の問題が発

生する可能性が高い（②，③） 
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3-3.空き家の状況 

（１）全国，東京都の空き家の傾向 

 

【空き家の推移】 

 

 

 空き家戸数 
うち， 

賃貸用 

うち， 

売却用 

うち， 

別荘等 

うち， 

長期不在等 

全国の傾向      

東京都の傾向      

特別区の傾向      

市町村の傾向      

 ：平成 20 年の空き家の構成比に比べ平成 25 年の空き家の構成比が増加 

 ：平成 20 年の空き家の構成比に比べ平成 25 年の空き家の構成比が減少 

出典：東京都 空き家の現状と取組 

  

○全国では，空き家戸数が増加しており，その主な要因は長期不在等の増加です。 

○東京都，特別区，市町村では，全国の傾向と同様に空き家戸数は増加しています

が，全国的な傾向と異なり，その主な要因は賃貸用の増加です。 
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（２）多摩地域２６市の空き家の傾向 

 

【東京都の自治体の空き家の状況】 

 
出典：東京都 空き家の現状と取組 

 

【多摩地域 26 市の空き家の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査  

○本市の空き家数は 1.5 万戸，空き家率は 11.9％であり，隣接する府中市，小金井

市などと近似しています。空き家率は多摩地域26市中８番目に高くなっています。 

○本市の空き家の 8 割が賃貸用の住宅で，26 市中４番目に高くなっています。 

○本市のその他の住宅の空き家が占める割合は 1.5％で，26 市中８番目に低くなっ

ています。 
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空き家率（その他の住宅） 空き家率（売却用の住宅） 空き家率（賃貸用の住宅） 二次的住宅
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（３）調布市の空き家の状況 

①空き家数・空き家率の推移 

 
【調布市の空き家数・空き家率の推移】 

 
出典：住宅・土地統計調査 

  

290 100

7,410

12,100

450

690

3,870

1,830

7.1%

8.4%

9.9%

12.1%

10.4%
11.9%

3.3%

1.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

昭和63年 平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年

（戸）

空き家数 空き家（二次的住宅） 空き家（賃貸用の住宅）
空き家（売却用の住宅） 空き家（その他の住宅） 空き家率
空き家率（その他の住宅）

○空き家数・空き家率は，増加傾向にあります。 

○平成 20 年からの５ヶ年では，空き家（賃貸用の住宅）が増加しています。 

○空き家（その他の住宅）は，住宅総数の 1.5%を占めます。 
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②空き家の老朽状況 

 

【調布市の空き家の老朽状況】 

 

出典：住宅・土地統計調査 

  

3,570 3,420

8,440

11,300

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成20年 平成25年

（戸）

腐朽・破損あり 腐朽・破損なし

○腐朽・破損がある空き家は，平成 20 年からの５ヶ年にかけて減少しています。 

○一戸建空き家では，平成 20 年からの５ヶ年にかけて，腐朽・破損ありの数が

増加しています。 

○長屋建・共同住宅空き家数は増加しているものの腐朽・破損ありの数は減少し

ています。 

○空き家（賃貸用の住宅），空き家（その他の住宅）には，腐朽・破損している住

宅があります。 
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【調布市の空き家の建て方別老朽状況】 

 

出典：住宅・土地統計調査 

 

【調布市の空き家の種類別老朽状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 

  

360 520

680 870

3,210 2,900

7,760

10,420

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成20年 平成25年

（戸）

長屋建・共同住宅空き家（腐朽・破損なし） 長屋建・共同住宅空き家（腐朽・破損あり）

一戸建空き家（腐朽・破損なし） 一戸建空き家（腐朽・破損あり）

腐朽・破損あり, 

2,840戸, 23.5%

腐朽・破損なし, 

9,270戸, 76.5%

空き家（賃貸用の住宅）

腐朽・破損あり, 

450戸, 24.7%

腐朽・破損なし, 

1,370戸, 75.3%

空き家（その他の住宅）
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③空き家の立地状況 

 

【敷地に接している道路幅員別】 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査 

 

【最寄りの交通機関（鉄道駅）までの距離帯別】 

 

出典：平成 25 年 住宅・土地統計調査  

3.6%

2.5%

6.5%

6.8%

3.0%

4.4%

27.5%

24.6%

25.0%

32.9%

37.4%

25.7%

20.6%

20.1%

24.7%

8.6%

12.4%

13.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

多摩地域26市

調布市

敷地が道路に接していない 幅員2m未満 2～4m 4～6m 6～10m 10m以上

6.4%

6.7%

15.6%

14.9%

18.5%

35.7%

22.2%

30.0%

30.2%

22.9%

29.9%

12.1%

33.5%

14.8%

6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

多摩地域26市

調布市

駅まで200m未満 200～500m 500～1000ｍ 1000～2000ｍ 2000m以上

○本市の敷地が道路に接していない，または幅員２m 未満といった建替等に制約

のある道路に接している空き家は，空き家全体の約 11%であり，多摩地域 26

市に比べて割合が高くなっています。 

○本市の鉄道駅から１km 圏内に立地する空き家は８割以上を占め，その割合は全

国及び多摩地域 26 市平均を大きく上回っています。 
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（４）空き家の状況 

 

項目 
主な現状 

※丸付き数字は２２～２７ページに

ある項目ごとの見出し番号と対応 

状況 
※丸付き数字は左欄の「主な現

状」と対応 

（１）全国，東京都の

空き家の傾向 

○全国的な傾向と異なり，その

主な要因は賃貸用の増加に

よる 

■賃貸用の住宅の空き家

が多いことが本市の特

徴である 

（２）多摩地域 26市の

空き家の傾向 

○空き家率は府中市，小金井

市，東大和市と近似している 

 

（３）調布市の空き家

の状況 

①空き家率は増加傾向にある 

①空き家は賃貸用の住宅が多

くを占め，増加している 

①住宅総数に対して，その他の

住宅は 1.5％程度を占める 

②腐朽・破損ありの一戸建の空

き家数は増加している 

②賃貸用の住宅，その他の住宅

には腐朽・破損している住宅

がある 

③多摩地域 26 市に比べて，敷

地が道路に接していない，幅

員 2ｍ未満の道路に接して

いる空き家が多い 

③鉄道駅から１km 圏内に立地

する空き家が多くを占め，そ

の割合は全国及び多摩地域

26 市平均を大きく上回る 

■今後も空き家が増加す

ることが想定される

（①） 

 

■空き家の多くは賃貸用

の住宅が占めるが，今後

は空き家の増加に伴っ

て，その他の住宅も増加

する可能性がある（①） 

 

■腐朽・破損なしの良質の

空き家が多くを占める

ため，空き家の利活用の

可能性が高い（②） 

 

■腐朽・破損ありの一戸建

が増加傾向にあること

から，一戸建は適切に維

持管理することが困難

な所有者が増大してい

る（①，②） 

 

■建替時に制約があるた

め，空き家となっている

可能性がある（③） 

 

■立地ポテンシャルが高

い空き家が多く存在す

るため，空き家の利活用

の可能性が高い（③） 
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3-4.空き家の実態 

（１）空き家の実態（平成２７年度調布市空き家実態調査） 

①平成２７年度調布市空き家実態調査における空き家の定義 

＜対象建築物＞ 

○一戸建，共同住宅，商業系建築物，工業系建築物 

＜空き家の判定＞ 

○道路からの外観目視で，以下の項目を調査し，総合的に判定しました。 

○複数戸居住している場合は，全ての住居が空室である場合に限り空き家と判定し

ました。 

  

【空き家の判定項目】 

項目 主眼点 

建
築
物 

表札  表札の有無 (剥がされているもの等を含む) 

 洗濯物  洗濯物の有無 

 雨戸  雨戸の開閉状況 

 電気メーター  通電の有無 

 ガスメーター  通ガスの有無 

家庭用品等  家庭用品の有無 

 侵入防止の措置  鍵・ロープ・鎖等の侵入防止措置 

 郵便受け  放置郵便物，塞ぎなど 

敷
地 

 雑草の繁茂  雑草の繁茂の状況 

 鉢植・植栽  鉢植・植栽の管理状況 

そ
の
他 

 管理者看板  移転のお知らせ，不動産業者等の看板・貼り紙 

 その他  特記すべき事項 

 

○さらに，空き家の状態をⅠ～Ⅳの観点で分類し，各分類において該当した空き家を

特定空き家相当※としています。 

【特定空き家の状態分類】 

Ⅰ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

Ⅱ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

Ⅲ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

Ⅳ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

 

  ※特定空き家相当とは，空家特措法で特定空家等として定義される，周辺への影響が大きい空き家の候補

（上記Ⅰ～Ⅳ）であると判定された空き家です。 
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＜空き家数＞ 

○総空き家数は 576 棟，特定空き家相当数は 44 棟（総空き家数の約８％を占め

る）であり，町丁目の空き家数は以下の通りです。 

 

【空き家数，特定空き家相当数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特定空き家
相当数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

飛田給 18 3 2 0 2 0

上石原 25 6 3 1 3 1

富士見町 41 2 0 0 2 0

下石原 37 2 1 0 1 0

小島町 9 0 0 0 0 0

布田 29 5 4 0 4 2

下布田 0 0 0 0 0 0

国領町 32 2 2 0 0 0

染地 11 0 0 0 0 0

多摩川 21 3 2 0 1 0

佐須町 25 0 0 0 0 0

柴崎 20 1 0 0 1 0

菊野台 37 4 4 0 2 0

東つつじケ丘 25 0 0 0 0 0

西つつじケ丘 57 3 0 1 3 0

入間町 23 2 2 0 0 0

仙川町 9 1 1 0 0 0

緑ケ丘 19 1 0 1 1 0

野水 0 0 0 0 0 0

西町 0 0 0 0 0 0

若葉町 19 0 0 0 0 0

調布ケ丘 14 1 0 0 1 1

深大寺元町 16 2 1 0 1 0

深大寺北町 23 0 0 0 0 0

深大寺東町 44 4 4 0 2 0

深大寺南町 15 1 1 0 0 0

八雲台 7 1 1 0 0 0

調布市　総計 576 44 28 3 24 4

町丁目

　空き家数 特定空き家の状態分類
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

接続道路

接道間口 2m以上,550件,95.5%
2m未満,

26件,4.5%

法第42条第1項※1,

377件,65.5%

法第42条第2項※2,

119件,20.7%

協定通路等※4,

39件,6.8%

法第42条外※3,

7件,1.2%

不明,

34件,5.9%

②主用途・構造・階数の状況 

 

【主用途・構造・階数別の状況】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査 

 

③接道間口・接続道路別の状況 

 

【接道間口・接続道路別の状況】 

 

  

○約８割が独立住宅，約１割が共同住宅であり，住商併用建物等もあります。 

○２ｍ未満の間口で接道している空き家は，約５%です。 

○建替等が制約されることがある法第 42 条第２項，法第 42 条外，協定通路等に

接続している空き家は，全体の約３割です。 

1階,

126件,21.9%

木造,553件,96.0%

独立住宅,

472件,81.9%

2階,435件,75.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

階数

構造

主用途

RC造,

17件,3.0%

S造,

6件,1.0%

5階,2件,0.3%

3階,12件,2.1%

6階,1件,0.2%

共同住宅,

66件,11.5%

住商併用建物,

32件,5.6%

専用工場,

1件,0.2%

住居併用工場,

2件,0.3%

事務所建築物,

1件,0.2%

専用商業施設,

1件,0.2%

倉庫運輸関係施設,

1件,0.2%

n=576 

n=576 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査 

※1 法第 42 条第 1 項：建築基準法に即した道路で，建替等が行えます。 

※2 法第 42 条第 2 項：建築基準法に即した道路で，建替等を行う際，条件付きとなる場合があります。 

※3 法第 42 条外：建築基準法で道路として扱っていないもの，または未判定のもので，現状のままで

は建替等が行えません。 

※4 協定通路等：過去に建築基準法の特例により建築の許可を得たことがある通路等で，建替等を行う

際，条件付きとなる場合があります。 
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④建築時期の状況 

 

【建築時期別の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査 

 

⑤延床面積の状況 

 

【延床面積別の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査  

○築 40 年以上を経過している空き家は全体の約４割を占めます。 

○中でも，築 40 年～50 年未満の空き家が最も多く，建築時期の判明している空

き家の３割以上です。 

○延床面積が 100 ㎡未満の空き家は全体の約 5 割を占めます。 

○そのうち，延床面積が 50 ㎡未満の空き家は全体の約１割です。 

50㎡未満, 

69件, 12.0%

不明, 

137件,23.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50～100㎡未満,

240件,41.7％
100～250㎡未満,

120件,20.8％

250～500㎡未満,

5件,0.9％

500～1,000㎡未満,

1件,0.2％

1,000㎡以上,

4件,0.7％

10年未満,

37件, 6.4%

10～20年未満, 

7件, 1.2%

20～30年未満, 

39件, 6.8%

30～40年未満, 

77件, 13.4%

40～50年未満, 

142件, 24.7%

50～60年未満, 

95件, 16.5%

60年以上, 

7件, 1.2%

不明, 

172件, 29.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=576 

n=576 
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⑥都市化時期と空き家の状況 

 

【人口集中地区（ＤＩＤ）※と空き家の状況】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査 

  

○地区による偏りはなく，市全域に分布がみられ，昭和 35 年に都市化した地区，

昭和 45 年に都市化した地区の空き家が多数を占めます。 

昭和35年

DID内, 

208件，36.1%

昭和45年

DID内, 

344件，59.7%

昭和55年

DID内, 

24件，4.2%

n=576 

※人口集中地区（ＤＩＤ）とは，Densely Inhabited District の略であり，これはその時点の国勢調査

結果が一定以上の人口密度となったエリアを指します。一般的に，人口集中地区（ＤＩＤ）が形成さ

れたことは，その時期にそのエリアが都市化したことを示す目安とされています。 
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⑦用途地域指定と空き家の状況 

 

【用途地域指定と空き家の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査  

○空き家の約８割は，建物の用途規制が最も厳しい第一種低層住居専用地域に分布

しています。 

用途地域 空き家数 割合
第一種低層住居専用地域 457 79.3%
第二種低層住居専用地域 0 0.0%
第一種中高層住居専用地域 38 6.6%
第二種中高層住居専用地域 6 1.0%
第一種住居地域 12 2.1%
第二種住居地域 0 0.0%
準住居地域 8 1.4%
近隣商業地域 32 5.6%
商業地域 3 0.5%
準工業地域 20 3.5%
合計 576 100.0%

凡例

空き家

市街化調整区域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域
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⑧鉄道駅からの距離と空き家の状況 

 

【鉄道駅からの距離と空き家の状況】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査  

○全体の約７割以上の空き家が，鉄道駅から 1km 未満の圏域に分布しています。 

1km未満, 

421件，73.1％

1～2km, 

100件，17.4%

2～3km, 

55件，9.5%

凡例

空き家

鉄道駅

鉄道

高速道路

国道

主要地方道

都道府県道

鉄道駅からの距離

1km未満

1～2km

2～3km

n=576 
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⑨幹線道路と空き家の状況 

 

【幹線道路と空き家の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査  

○国道，主要地方道，都道府県道といった幹線道路の沿道※20ｍ外に立地する空き

家が，全体の 9 割以上を占めています。 

※幹線道路の沿道とは，国道，主要地方道，都道府県道から 20m 以内の範囲を幹線道路の沿道として

います。 

幹線道路から

20m以内, 

17件，3.0%

幹線道路から

20m外,

559件，97.0％

凡例

空き家

鉄道駅

鉄道

高速道路

国道

主要地方道

都道府県道

幹線道路から20m以内

町丁目界

n=576 
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（２）空き家の所有者意向（平成２８年度調布市空き家所有者意向調査） 

①アンケートの発送と回収の状況 

○平成 27 年度調布市空き家実態調査で空き家と判定された 576件から，除却済み，

居住が確認された，新築で未入居であった等の理由により絞り込んだ 504 件を調

査対象としました。 

○アンケートの回収数は 273 件，回収率は 58.6%でした。 

 

 
※本頁以降，意向調査の結果に対する集計や分析等は，「建っている」と回答のあった 224 件を対象とし

ます。 

※本頁以降，複数回答を含めて集計しており，常に合計が 224 件とはなりません。 

 

②空き家の建築時期 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

  

項目 件数/割合
実態調査結果 576件
意向調査の対象 504件
宛名不明、複数建物の発送
をまとめたもの

38件

アンケート発送数 466件
回収数 273件
回収率 58.6%
アンケートに「建っている」と
回答のあった空き家

224件

昭和40（1965）

年以前, 

48件, 21.2%

昭和41（1966）

年～

昭和56（1981）

年5月, 

92件, 40.7%

昭和56（1981）

年6月～

平成12（2000）

年5月, 

39件, 17.3%

平成12（2000）

年6月以降, 

3件, 1.3%

わからない, 

12件, 5.3%

未回答, 

32件, 14.2%

○6 割以上が昭和 56 年以前の旧耐震基準※で建築された建物です。 

※旧耐震基準とは，建築基準法において，昭和 56 年（1981 年）5 月 31 日以前に適用されていた耐

震性の基準を指し，耐震性能が十分ではないものが含まれるとされます。 

n=226 
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③建物の利用状況 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

④利用しなくなった理由 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

  

所有者が自宅とし

て利用, 

29件, 12.6%

所有者以外が自

宅として利用, 

6件, 2.6%

別荘や仕事の出

張時の宿泊など、

一時的な居住場

所として利用, 

11件, 4.8%

倉庫、物置、作業

場など住宅以外

の目的で利用, 

37件, 16.1%

店舗・事務所とし

て利用, 

1件, 0.4%

不動産物件として

売却している,

9件, 3.9%

不動産物件として

賃貸している, 

32件, 13.9%

その他, 

19件, 8.3%

ほとんど利用して

いない、特に利用

していない, 

75件, 32.6%

未回答, 

11件, 4.8%

転勤、入院等で不在

にしているため, 10

件, 7.1%
建替、増改築、修繕

などの工事により一

時的に退去している
ため, 

2件, 1.4%別の住居へ転居した

ため, 25件, 17.9%

賃借人などが退去し

たため, 

30件, 21.4%

売却が決まっている

ため, 

2件, 1.4%

取り壊す予定のた

め, 

7件, 5.0%

老朽化して使用でき

ないため, 

6件, 4.3%

固定資産税など税

制上の理由で取壊し

を控えているため, 
3件, 2.1%

所有者が亡くなっ

た、または介護施設

などへ入所したため, 
28件, 20.0%

相続が発生（遺産分

割協議を含む）した

が、すでに居住する
住宅があったため, 

12件, 8.6%

その他, 12件, 8.6% わからない, 

1件, 0.7% 未回答, 2件, 
1.4%

○約３割がほとんど利用していない状況です。 

○利用しなくなった理由としては，所有者が亡くなった，または介護施設などへ入

所したなど，所有者の高齢化に関連する理由が多くみられます。 

n=230 

n=140 
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⑤維持管理状況 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑥維持管理を行っていない理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

定期的に自らま

たは家族が見回

り点検・清掃等を

行っている, 

74件, 32.6%

不定期に自らま

たは家族が見回

り点検・清掃等を

行っている, 

76件, 33.5%

管理業者に委託

して行っている, 

15件, 6.6%

その他, 

10件, 4.4%

ほとんど何もして

いない, 

14件, 6.2%

未回答, 

38件, 16.7%

○自らまたは家族が維持管理を行うケースが過半数を占めています。 

○維持管理を行っていない理由としては，遠方に住んでいるため，または高齢のた

め維持管理できないが多くみられます。 

遠方に住んで

いるため、維持

管理できない, 

8件, 27.6%

費用の問題で維

持管理できない, 
2件, 6.9%

高齢のため、維

持管理したくても

できない, 

4件, 13.8%

将来（約1年以

内）に売却する予

定があるため、

維持管理する必

要がない, 

6件, 20.7%

維持管理する

気持ちがない, 
1件, 3.4%

その他,

7件, 24.1%

未回答, 

1件, 3.4%

n=29 

n=227 
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⑦建物の状況 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑧利活用の意向 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

  

現在でも問題な

く住める（利用

できる）状態で

ある, 113件, 
49.6%

一部改修すれ

ば使用できる, 

40件, 17.5%

危険性はない

が使用できる状

態ではない, 

33件, 14.5%

このままでは危

険である, 

7件, 3.1%

把握していない

（わからない）, 

9件, 3.9%

その他, 

4件, 1.8%
未回答, 

22件, 9.6%

利活用したい, 

59件, 26.3%

条件次第で利活

用したい, 

40件, 17.9%利活用するつもり

はない, 

48件, 21.4%

わからない, 

36件, 16.1%

未回答, 

41件, 18.3%

○現在でも問題なく住める状態にある建物が約半数を占めています。 

○利活用したい，条件次第で利活用したいが約４割を占めています。 

n=224 

n=228 
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⑨建築時期別延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑩建築時期別建物状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

  

○昭和 56 年以前では，100 ㎡未満の住宅が 7 割以上を占めており，古い空き家

ほど狭小な建物が多い傾向にあります。 

○建築時期が古いほど，使用できる状態ではない空き家が多い傾向にあります。 

22件, 44.9%

43件, 45.7%

25件, 62.5%

3件, 100.0%

4件, 33.3%

18件, 56.3%

8件, 16.3%

24件, 25.5%

6件,15.0%

2件, 16.7%

11件, 22.4%

14件, 14.9%

5件, 12.5%

2件, 16.7%

2件, 4.1%

3件, 3.2%

2件,16.7%

11件, 34.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和40（1965）年以前

昭和41（1966）年～

昭和56（1981）年5月

昭和56（1981）年6月～

平成12（2000）年5月

平成12（2000）年6月以降

わからない

未回答

現在でも問題なく住める（利用できる）状態である 一部改修すれば使用できる

危険性はないが使用できる状態ではない このままでは危険である

把握していない（わからない） その他

未回答

n=230 

17件, 35.4%

17件, 18.5%

3件, 7.7%

4件, 33.3%

7件, 21.9%

18件, 37.5%

48件, 52.2%

13件, 33.3%

4件, 33.3%

17件, 53.1%

13件, 27.1%

25件, 27.2%

23件, 59.0%

3件, 100.0%

4件, 33.3%

8件, 25.0%

2件, 2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和40（1965）年以前

昭和41（1966）年～

昭和56（1981）年5月

昭和56（1981）年6月～

平成12（2000）年5月

平成12（2000）年6月

以降

わからない

未回答

50㎡未満 50～100㎡未満 100～250㎡未満 250㎡以上
n=226 
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⑪建築時期別利用実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑫取得区分別管理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

○全ての区分で空き家を利用していない割合が約３割程度を占めています。 

○取得区分に限らず，７割以上が見回り点検・清掃等を行っています。 

29件, 33.0%

16件, 36.4%

23件, 34.8%

1件, 20.0%

5件, 18.5%

29件, 33.0%

21件, 47.7%

22件, 33.3%

3件, 60.0%

2件,
7.4%

7件,
8.0%

8件,
12.1%

1件, 20.0%

2件,
7.4%

6件,
6.8%

3件,

6.8%

5件,
7.6%

14件, 15.9%

5件,
7.6%

18件, 66.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新築した・新築で購入した

中古で購入した

相続した

その他

未回答

定期的に自らまたは家族が

見回り点検・清掃等を行っている
不定期に自らまたは家族が

見回り点検・清掃等を行っている
管理業者に委託して

行っている

その他 ほとんど何もしていない 未回答

8件, 
16.7%

10件, 
10.4%

8件,20.0%

9件, 28.1%

5件,
5.2%

3件,
7.5%

1件, 33.3%

7件, 
14.6%

21件, 
21.9%

5件, 
12.5%

4件, 
12.5%

5件, 
10.4%

21件, 
21.9%

8件, 
20.0%

1件, 33.3%

3件, 23.1%

4件, 
12.5%

4件,
8.3%

8件,
8.3%

3件,
7.5%

3件, 23.1%

20件, 41.7%

28件, 29.2%

12件, 30.0%

1件, 33.3%

4件, 30.8%

10件, 31.3%

3件,
6.3%

3件, 23.1%

3件,
9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

昭和40（1965）年以前

昭和41（1966）年～

昭和56（1981）年5月

昭和56（1981）年6月～

平成12（2000）年5月

平成12（2000）年6月以降

わからない

未回答

所有者又は所有者以外が自宅として利用 一時的な居住場所として利用

倉庫、物置、作業場など住宅以外の目的で利用 店舗・事務所として利用

不動産物件として売却もしくは賃貸している その他

ほとんど利用していない、特に利用していない 未回答
n=232 

n=230 
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⑬取得区分別利用実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

 

 

 

  

○相続した，新築した・新築で購入した建物で，利用されていない状況が多くなっ

ています。 

15件,17.2%

7件,14.9%

6件,

9.1%

8件, 29.6%

5件,

10.6%

4件,

6.1%

1件, 16.7%

15件, 

17.2%

12件, 25.5%

7件,

10.6%

4件,

14.8%

18件, 20.7%

5件,

10.6%

15件, 22.7%

2件, 33.3%

2件,

7.4%

4件,

8.5%

6件,

9.1%

3件, 50.0%

2件,

7.4%

31件, 35.6%

12件, 25.5%

26件, 39.4%

6件, 22.2%
4件,

14.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

新築した・

新築で購入した

中古で購入した

相続した

その他

未回答

所有者又は所有者以外が自宅として利用 一時的な居住場所として利用

倉庫、物置、作業場など住宅以外の目的で利用 店舗・事務所として利用

不動産物件として売却もしくは賃貸している その他

ほとんど利用していない、特に利用していない 未回答

n=233 
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相続した

実
態
調
査
に
よ
る
空
き
家

576件

意
向
調
査
の
対
象

72件

14件

意
向
調
査

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答

504件 273件

アンケート未回答 182件

聞き取りにより居住を確認 11件

現在建っている

取り壊されている
建て替えられている

建物に心当たりがない

224件

30件

7件

利用している

ほとんど利用していない

75件

138件

新築で購入

中古で購入

26件

12件

31件

相続した
空き家

所得の経緯

無効回答

12件

未回答

6件

未回答

11件

意向調査の対象外

宛先不明

複数棟のため１通にとりまとめ 24件

（３）相続した空き家の傾向 

①相続した空き家の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○本項目では，平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査で，ほとんど利用してい

ないと回答があったもののうち，相続により取得したものを相続した空き家とし

ます。 
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②維持管理状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

③維持管理頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

○相続した空き家は，定期的，不定期を合わせて，自らまたは家族が見回り点検・

清掃をしている割合が約 7 割を占め，全体と比べ，自ら点検・清掃を行ってい

る傾向にあります。 

○取得方法によらず，管理業者に委託して管理を行っている空き家は少数です。 

○一方で，ほとんど何もしていない状態が，全体より高い傾向にあります。 

○相続した空き家は月 1 回以上の維持管理が約 48%で，全体と比べて同程度の傾

向にあります。 

○一方で，１年に 1～数回程度の維持管理が約 33%で，全体と比べて高い傾向に

あります。 

17.0%

14.3%

28.4%

33.3%

25.6%

14.3%

15.9%

33.3%

3.4%

0.0%

5.7%
4.0%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

週に1～数回程度 月に1～数回程度 半年に1～数回程度 1年に1～数回程度

数年に1～数回程度 その他 未回答

32.6%

25.9%

33.5%

44.4%

6.6%

7.4%

4.4%
6.2%

18.5%

16.7%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

定期的に自らまたは家族が見回り点検・清掃等を行っている
不定期に自らまたは家族が見回り点検・清掃等を行っている
管理業者に委託して行っている
その他
ほとんど何もしていない
未回答

n=227 

n=27 

n=21 

n=176 
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④維持管理を行っていない理由 

 

 
※相続して，維持管理をほとんど何もしていないと回答した 5 人を対象 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑤建物の状況 

 

  

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

27.6%

37.5%

6.9%

12.5%

13.8%

25.0%

20.7%

12.5%

3.4%

12.5%

24.1% 3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

遠方に住んでいるため、維持管理ができない

費用の問題で維持管理できない

高齢のため、維持管理したくてもできない

本人（自分）が施設等に入所しており、他に維持管理する親族等がいない

将来（約1年以内）に売却する予定があるため、維持管理する必要がない

維持管理する気持ちがない

その他

未回答

49.6%

15.4%

17.5%

15.4%

14.5%

38.5%

3.1%

7.7%

3.9%

11.5%

1.8%

9.6%

11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

現在でも問題なく住める（利用できる）状態である

一部改修すれば使用できる

危険性はないが使用できる状態ではない

このままでは危険である

把握していない（わからない）

その他

未回答

○相続した空き家の維持管理を行っていない理由は，遠方に住んでいるが最も多

く，全体より高い傾向にあります。 

○相続した空き家は，使用できる状態にある建物（現在でも問題なく住める状態で

ある，一部改修すれば使用できる）が約 3 割です。 

○使用できる状態にない建物は，全体と比べ割合が高く，過半を占めています。 

使用できる状態にない建物 

n=29 

n=8 

n=228 

n=26 



資 料 編 

資料-47 

 

⑥購入者または賃貸入居者の募集状況 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑦購入者または賃貸入居者が決まらない要因 

 

 
※相続して，購入者または賃貸入居者を募集していると回答した 3 人を対象 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

4.9%

7.7%

8.9%

3.8%

0.9%
74.1%

76.9%

11.2%

11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

購入者を募集している 賃貸として入居者を募集している

売却と賃貸の両方で募集している 募集はしていない

未回答

17.5%

25.0%

7.9%

12.5%

6.3%

1.6% 1.6%

15.9%

25.0%

7.9%

4.8%

25.0%

4.8%

12.5%

1.6%

4.8% 19.0% 6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

募集し始めたばかりであるため 募集家賃や売出価格を値下げしていないため

入居条件を厳しくしているため ペットを飼育できないため

居住面積が狭小であるため 建物が古い・設備が傷んでいるため

最新の設備を備えていないため 駐車場がないため

耐震性に不安があるため 住宅の質や性能を示す情報が不足しているため

交通の便が悪いため その他

未回答

○相続した空き家では，約８割が購入者または賃貸入居者を募集していませんが，

全体と比べて傾向に大きな差はありません。 

○相続した空き家では，全体と比べて，建物が古い・設備が傷んでいる，駐車場が

ない，耐震性に不安があるといった建物の状態に関する要因の割合が高くなって

います。 

n=224 

n=26 

n=63 

n=8 
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⑧購入者または賃貸入居者を募集していない理由 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑨利活用の意向 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

17.7%

4.2%

13.2%
5.9%

8.3%

1.8%

8.3%

7.7%

4.2%

9.5%

4.2%

10.0%

33.3%

0.9%

4.2%

9.5%

16.7%

18.2%

16.7%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

自己利用のために所得したものであるため 物置・トランクルームとして利用しているため

建替を予定しているため リフォームを予定しているため

募集するための準備ができていないため 親族や子どものために残しているため

利用方法が決まっていないため 誰に相談していいかわからないため

特に理由はない（現状で良い） その他

未回答

26.3%

30.8%

17.9%

19.2%

21.4%

26.9%

16.1%

19.2%

18.3%

3.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

相続した

利活用したい 条件次第で利活用したい
利活用するつもりはない わからない
未回答

○相続した空き家について，購入者または賃貸入居者を募集していない理由の約３

割は，利用方法を決めていないためとする回答が占めています。 

○相続した空き家は，利活用したい意向（利活用したい，条件次第で利活用したい）

が約５割を占め，全体より高い傾向にあります。 

n=220 

n=24 

n=224 

n=26 
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⑩利活用するつもりはない理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※相続して，利活用するつもりはないと回答した 7 人を対象 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑪利活用の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

○相続した空き家を利活用するつもりはない理由では，利活用した方がよいと思う

が，具体的な方法や手順がわからないとする回答が，全体より高い傾向にありま

す。 

○資産として保有していたいからとする回答は，全体より低い傾向にあります。 

○相続した空き家の利活用方法は，売却したい，建物を取り壊して更地にしたいと

する回答が過半であり，特に売却したいは，全体より高い傾向にあります。 

12.8%

13.3%

11.1%

6.7%

14.4% 28.9%

20.0%

17.2%

33.3%

10.6%

20.0%

4.4%

6.7%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

自らの居住のために利用したい 自らの所有物の保管場所や別荘として利用したい

親や子ども、親族等のために利用したい 賃貸住宅として利用したい

購入者を募集して、売却したい 建物を取り壊して、更地にしたい

その他 未回答

25.0%

22.2%

9.1%

11.1%

14.8%

22.2%

19.3%

11.1%

3.4%

11.1%

21.6%

11.1%

6.8%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

将来自ら使用する予定があるから

建替や売却がすでに決まっているから

他人には貸し出したくないから

資産として保有していたいから

利活用したほうがよいと思うが、具体的な方法や手順がわからないから

その他

未回答

n=88 

n=9 

n=180 

n=15 
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⑫利活用する上での条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑬空き家で困っていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

○相続した空き家，全体とも，特に条件はないとする回答が最も多くなっています。 

○相続した空き家では，十分な利益が確保できれば利活用したいとする回答が約３

割を占め，全体より高い傾向にあります。 

○相続した空き家は，不審者による侵入や放火が心配など，防犯面や管理面で困っ

ているとする回答が多い傾向にあります。 

○相続した空き家では，家財の整理ができないとする回答が，全体より高い傾向に

あります。 

 

2.1%

7.0%

3.5%

3.5%

13.3%

19.3%

12.4%

17.5%

5.6%

7.0%

2.4%

1.8%

2.4%

5.3%

10.3%

8.8%

6.2%

12.3%

18.0%

8.8%

5.0%

1.8%

18.9%

7.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

今後の利用予定がなく、どうしたらよいかわからない
借り手・買い手がいない
不審者による侵入や放火が心配である
樹木や雑草の繁茂が心配である
修繕又は取壊しをしたいが、費用が不足している
修繕又は建替をしたいが、建築基準法などの法律の制限により困難である
修繕又は取壊しをしたいが、相続問題等で決定できない
建物や塀などの老朽化や破損の進行が心配である
家財の整理ができない
特に困っていることはない
その他
未回答

14.6%

7.1%

17.4%

7.1%

13.9%

28.6%

4.2% 16.7%

7.1%

19.4%

35.7%

4.2%

7.1%

9.7%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

修繕や建替費用のめどが立てば利活用したい

良い条件の借り手が見つかれば利活用したい

十分な利益が確保できれば利活用したい

期間を定めて貸し、期間終了後は自分で利用したい

国や東京都の利活用に係る補助制度があれば利用したい

特に条件はない

その他

未回答

n=144 

n=14 

n=339 

n=57 
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⑭市に期待する支援 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑮市の利活用計画等への空き家の貸出意志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

  

○相続した空き家では，特に支援を求めていないとする回答が最も多く，次いで，

取壊しの費用の助成を求める回答が多くなっています。 

○「専門家の紹介」，「相談窓口」を求める回答が全体より高い傾向にあります。 

○相続した空き家では，空き家を貸し出すつもりはないとする回答が最も多くなっ

ています。 

17.9%

19.2%

29.0%

42.3%

29.5%

30.8%

23.7%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

相続した

貸し出しても良い 貸し出すつもりはない わからない 未回答

6.1%

9.7%

1.4%

4.7%

6.1%

6.5%

9.7% 12.2%

19.4%

4.0%

6.5%

22.3%

25.8%

5.8%

9.7%

27.7%

22.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

修繕工事や維持管理に詳しい建築・不動産の専門家を紹介してほしい

資金繰りに詳しい金融・不動産の専門家を紹介してほしい

信頼できる機関に借り手を紹介してほしい

建物の耐震性、老朽化による危険性の診断を支援してほしい

修繕や建替の費用を助成してほしい

取壊しの費用を助成してほしい

相続問題等の権利関係に関する相談窓口を設置してほしい

特に支援を求めていない

その他必要な支援

未回答

n=278 

n=31 

n=224 

n=26 
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⑯希望する活用方法 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※相続して，市の利活用計画に空き家を貸し出してもよいと回答した 5 人を対象 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑰貸し出す際の希望する賃料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※相続して，市の利活用計画に空き家を貸し出してもよいと回答した 5 人を対象 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

○相続した空き家では，市の利活用計画等へ貸し出す際には，保育園等の子育て支

援施設を希望する回答が最も多くなっています。 

○相続した空き家では貸し出す際の希望する賃料として，固定資産税額程度，周辺

の賃貸物件の賃料の半額程度とする回答が多く，全体と比べて，求める賃料が少

ない傾向にあります。 

16.0%

40.0%

14.0%

40.0%

50.0%

20.0%

10.0%

6.0%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

固定資産税額程度 周辺の賃貸物件の賃料の半額程度

周辺の賃貸物件の賃料の同額程度 特に賃料は求めない

その他 未回答

18.7%

16.7%

20.0%

33.3%

18.7%

16.7%

9.3% 28.0%

16.7%

4.0%

16.7%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

相続した

高齢者の介護予防事業や居場所づくりの拠点となる高齢者支援施設

保育園や学童保育などの子育て支援施設

集会所などの地域のコミュニティ施設

店舗や事務所などの就労場所

特にこだわりはない

その他

未回答

n=75 

n=50 

n=6 

n=5 
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実
態
調
査
に
よ
る
空
き
家

576件

意
向
調
査
の
対
象

72件

14件

意
向
調
査

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答

504件 273件

アンケート未回答 182件

聞き取りにより居住を確認 11件

現在建っている

取り壊されている
建て替えられている

建物に心当たりがない

224件

30件

7件

利用している

ほとんど利用していない

75件

138件

無効回答

12件

未回答

11件

意向調査の対象外

宛先不明

複数棟のため１通にとりまとめ 24件

24件

利活用したい

条件次第で
利活用したい

利活用する
つもりはない

わからない

16件

20件

9件

利活用の意向

利活用した
い空き家

40件

未回答

6件

（４）利活用したい空き家の傾向 

①利活用したい空き家の定義 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○本項目では，平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査で，ほとんど利用して

いないと回答があったもののうち，利活用したい，条件次第で利活用したいと

回答があったものを利活用したい空き家とします。 
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②維持管理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

③維持管理頻度 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

  

○利活用したい空き家は，自らまたは家族が点検・清掃等を行っている割合が約 6

割であり，全体に比べ少ない傾向にあります。 

○ほとんど何もしていない状態の空き家が占める割合は，全体より多い傾向にあり

ます。 

○利活用したい空き家の維持管理頻度は，月 1 回以上行っている割合が，約 3 割

で，全体より少ない傾向ですが，１年に１回以上の維持管理を行っているものが

ほとんどです。 

17.0% 28.4%

33.3%

25.6%

22.2%

15.9%

37.0%

3.4%

3.7%

5.7%

4.0%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

利活用したい

週に1～数回程度 月に1～数回程度 半年に1～数回程度

1年に1～数回程度 数年に1～数回程度 その他

未回答

32.6%

21.4%

33.5%

40.5%

6.6%

9.5%

4.4%

4.8%

6.2%

14.3%

16.7%

9.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

利活用したい

定期的に自らまたは家族が見回り点検・清掃等を行っている

不定期に自らまたは家族が見回り点検・清掃等を行っている

管理業者に委託して行っている

その他

ほとんど何もしていない

未回答

n=227 

n=42 

n=176 

n=27 
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④維持管理を行っていない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※利活用したいが，維持管理をほとんど何もしていないと回答した 6 人を対象 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑤建物の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

○利活用したい空き家の維持管理を行っていない理由は，遠方に住んでいる，費用

の問題，高齢のためなど，維持管理したくても問題がありできないとする回答が

9 割を占めています。 

○利活用したい空き家の約７割が，使用できる状態であり，全体と傾向は類似して

います。 

○利活用したい空き家には使用できる状態ではないものがあります。 

27.6%

44.4%

6.9%

11.1%

13.8%

33.3%

20.7%

11.1%

3.4%

24.1%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

利活用したい

遠方に住んでいるため、維持管理ができない

費用の問題で維持管理できない

高齢のため、維持管理したくてもできない

将来（約1年以内）に売却する予定があるため、維持管理する必要がない

維持管理する気持ちがない

その他

未回答

n=9 

n=29 

49.6%

43.9%

17.5%

22.0%

14.5%

17.1%

3.1%

2.4%

3.9%

7.3%

1.8%

9.6%

7.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

利活用したい

現在でも問題なく住める（利用できる）状態である

一部改修すれば使用できる

危険性はないが使用できる状態ではない

このままでは危険である

把握していない（わからない）

その他

未回答

n=228 

n=41 
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⑥市に期待する支援 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑦市の利活用計画等への空き家の貸出意志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

  

○利活用したい空き家では，市に期待する支援として，修繕工事や維持管理に詳し

い建築・不動産の専門家を紹介してほしいとする回答が最も多くなっています。 

○利活用したい空き家では，修繕工事や維持管理に詳しい建築・不動産の専門家を

紹介してほしい，相続問題等の相談窓口を設置してほしいとする回答が，全体よ

り多い傾向にあります。 

○利活用したい空き家では，市の利活用計画等へ空き家を貸し出しても良いとする

回答が約 4 割であり，全体より多い傾向にあります。 

6.1%

16.4%

1.4%

4.7%

7.3%

6.1%

7.3%

9.7%

10.9%

12.2%

12.7%

4.0%

9.1%

22.3%

10.9%

5.8%

3.6%

27.7%

21.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

利活用したい

修繕工事や維持管理に詳しい建築・不動産の専門家を紹介してほしい

資金繰りに詳しい金融・不動産の専門家を紹介してほしい

信頼できる機関に借り手を紹介してほしい

建物の耐震性、老朽化による危険性の診断を支援してほしい

修繕や建替えの費用を助成してほしい

取り壊しの費用を助成してほしい

相続問題等の権利関係に関する相談窓口を設置してほしい

特に支援を求めていない

その他必要な支援

未回答

n=278 

17.9%

37.5%

29.0%

27.5%

29.5%

22.5%

23.7%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

利活用したい

貸し出しても良い 貸し出すつもりはない わからない 未回答

n=224 

n=40 

n=55 
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⑧希望する活用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

⑨貸し出す際の希望する賃料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

○利活用したい空き家では，希望する活用方法として，特にこだわりはないとする

回答が最も多く，全体よりこだわりはないとする傾向にあります。次いで，保育

園等の子育て支援施設を希望する回答が多くなっています。 

○利活用したい空き家では，貸し出す際の希望する賃料として，固定資産税額程度，

周辺の賃貸物件の賃料の半額程度とする回答の割合が全体より高く，希望する賃

料は少ない傾向にあります。 

18.7%

16.7%

20.0%

25.0%

18.7%

16.7%

9.3%

4.2%

28.0%

33.3%

4.0%

4.2%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

利活用したい

高齢者の介護予防事業や居場所づくりの拠点となる高齢者支援施設
保育園や学童保育などの子育て支援施設
集会所などの地域のコミュニティ施設
店舗や事務所などの就労場所
特にこだわりはない
その他
未回答

n=75 

n=24 

16.0%

29.4%

14.0%

29.4%

50.0%

35.3%

10.0%

6.0%

4.0%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

利活用したい

固定資産税額程度 周辺の賃貸物件の賃料の半額程度

周辺の賃貸物件の賃料の同額程度 特に賃料は求めない

その他 未回答

n=17 

n=50 
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（５）利用されていない空き家の傾向 

①利用されていない空き家の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○本項目では，平成 27 年度調布市空き家実態調査で，空き家と判定されたものの

うち，平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査で利用が確認できなかったもの

を利用されていない空き家とします。 

実
態
調
査
に
よ
る
空
き
家

576件

意
向
調
査
の
対
象

72件

14件

意
向
調
査

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答

504件 273件

アンケート未回答

182件

聞き取りにより居住を確認

11件

現在建っている

取り壊されている
建て替えられている

建物に心当たりがない

224件

30件

12件

利用している

ほとんど利用していない

75件

138件

無効回答

7件

未回答

11件

意向調査の対象外

宛先不明

複数棟のため１通にとりまとめ

24件

利用されてい
ない空き家

313件

283件

30件

空き家
（特定空き家
相当以外）

特定空き家
相当
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②建築時期 

 
【建築時期別の空き家数及び特定空き家相当数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建築時期不詳を除く 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査，平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

 

  

○利用されていない空き家では，昭和 56 年以前の旧耐震基準で建てられた空き家

が多くなっています。 

20

122 127

70

21

8

35

12

65 66

44

7 2 1
0

11
3 2 1 0 0

0

20

40

60

80

100

120

140

昭和35年以前 昭和36年～ 昭和46年～ 昭和56年～ 平成3年～ 平成13年～ 平成23年～

（戸）

実態調査全体 空き家 特定空き家相当
n=403 n=197 n=17 
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③法及び制度と空き家の実態 

 
【接続道路別の空き家数及び特定空き家相当数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査，平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

※1 法第 42 条第 1 項：接続道路の種別が，法第 42 条第 1 項で，建替等が行えます。 

※2 法第 42 条第 2 項等：接続道路の種別が，法第 42 条第 2 項または協定通路等で，建替等を行う際，

条件付きとなる場合があります。 

※3 法第 42 条外等：接続道路の種別が，法第 42 条外または不明で，現状のままでは建替等が行えませ

ん。 

  

○利用されていない空き家の過半数は，建替等が行える法第 42 条第１項※１の道

路に接続しています。 

○利用されていない空き家のうち，建替等が制約されることがある道路（法第 42

条第２項※２，法 42 条外等※３）に接続している空き家（空き家，特定空き家相

当）は 121 件で，利用されていない空き家の約４割を占めています。 

377

158

41

179

87

1713 14 3
0

50

100

150

200

250

300

350

400

法第42条第1項 法第42条第2項等 法第42条外等

（戸）

実態調査全体 空き家 特定空き家相当
n=576 n=283 n=30 
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【延床面積別の空き家数及び特定空き家相当数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※延床面積不詳の建物は 40 ㎡未満に含む。 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査，平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

※誘導居住面積水準：豊かな住生活の実現の前提として，多様なライフスタイルに対応するために必要と

考えられる住宅の面積に関する水準。なお，本文では都市での居住を想定した都市居住型誘導居住面積

水準の算定式に世帯人数 3 人を当てはめて算定した 75 ㎡を基準とする。 

 

  

○利用されていない空き家は，延床面積が誘導居住面積水準（延床面積 75 ㎡）※

に満たない空き家が多くなっています。 

170

149

127
120

5 1 4

83 82

56 56

2 1 3
14 9

5 2 0 0 0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

（戸）

実態調査全体 空き家 特定空き家相当
n=576 n=283 n=30 
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④地区特性と空き家の実態 

 
【道路率と空き家率の状況】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査，平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%

道路率

空き家率

○空き家率※が 2％以上の地区は，道路率が概ね 20％を下回る傾向にあります。 

※ここでの空き家率とは，平成 24 年度土地利用現況調査（建物現況）の地区別の建物総数（棟）に対

する利用されていない空き家の割合とします。 

凡例

鉄道駅

鉄道

高速道路

国道

主要地方道

都道府県道

町丁目界

空き家率

1％未満

1%～2％

2％以上

道路率

10%未満

10～15%

15～20%

20~25%

25%以上

n=103 
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【建物密度と空き家率の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査，平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査  

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%

空き家率

建物密度（棟/ha）

○建物密度※1が高い地区では空き家率※2が高い傾向にあります。 

凡例

鉄道駅

鉄道

高速道路

国道

主要地方道

都道府県道

町丁目界

建物密度（棟/ha）

5未満

5～10

10～20

20～30

30以上

空き家率

1％未満

1%～2％

2％以上

※1 ここでの建物密度とは，地区面積に対する地区内の建物総数（棟）の密度とします。 

※2 ここでの空き家率とは，平成 24 年度土地利用現況調査（建物現況）の地区別の建物総数（棟）に

対する利用されていない空き家の割合とします。 

n=103 
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【鉄道駅からの距離と空き家の状況】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年度調布市空き家実態調査，平成 28 年度調布市空き家所有者意向調査 

 

 

 

  

○利用されていない空き家は，鉄道駅まで 500～1,000m の圏域に多く存在しま

す。 

26

137

258

100

55

17

65

125

48

28
0 8 16

3 3
0

50

100

150

200

250

300

200m未満 200～500m 500～1,000m 1,000～2,000m 2,000m以上

（戸）

実態調査全体 空き家 特定空き家相当
n=576 n=283 n=30 
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（６）空き家の実態の状況 

 

項目 
主な現状 

※丸付き数字は 29～43 ページにある

項目ごとの見出し番号と対応 

状況 
※丸付き数字は左欄の「主な現

状」と対応 

（１）空き家の実態 

（平成 27年度調布市空

き家実態調査） 

①特定空き家相当の空き家が

ある 

②独立住宅が多くを占めるが

共同住宅，住商併用建物等も

該当 

③２ｍ未満の間口で接道して

いる空き家，建替等が制約さ

れることがある法第42条第

2 項道路，協定通路等，法第

42 条外の道路に接道してい

る空き家がある 

⑥地区による偏りはなく，市全

域に分布 

⑧鉄道駅から 1km 圏内に多く

分布 

■特定空き家相当の空き

家が見受けられるため，

このまま放置された場

合に倒壊の危険性，放火

による火災や周辺への

延焼，ゴミの放置，周辺

環境や景観への影響な

どが懸念される（①） 

 

■建替時に制約があるた

め，空き家となっている

可能性がある（③） 

 

■立地ポテンシャルが高

い空き家が多く存在す

るため，空き家の利活用

の可能性が高い（⑥，⑧） 

（２）空き家の所有者 

意向 

（平成 28年度調布市空

き家所有者意向調

査） 

②昭和56年以前の旧耐震基準

で建築された建物が多い 

③約３割がほとんど利用して

いない状況 

④所有者の高齢化に関連する

理由で利用されていない 

⑥遠方に住んでいるため，高齢

のため維持管理できないな

どの理由で管理ができてい

ない 

⑦現在でも問題なく住める状

態にある建物が約半数を占

める 

⑧利活用したい，条件次第で利

活用したいが約４割を占め

る 

⑨古い空き家では狭小住宅が

多い 

■狭小住宅，旧耐震基準の

住宅など現状のままで

市場に流通させること

が困難と思われる空き

家がある（②，③，⑧，

⑨） 

 

■高齢化に関する理由等

で空き家化，管理不全に

なる可能性が高いこと

から，今後は空き家の増

加，管理不全の増加が想

定される（④，⑥） 

 

■現在でも問題なく使用

できる状態であり，利活

用意向もあることから，

空き家が利活用できる

可能性がある（⑦，⑧） 
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項目 
主な現状 

※丸付き数字は 44～57 ページにある

項目ごとの見出し番号と対応 

状況 
※丸付き数字は左欄の「主な現

状」と対応 

（３）相続した空き家

の傾向 

（平成 28年度調布市空

き家所有者意向調査

で利用実態がなく，

相続で取得した場合

の傾向） 

②相続した空き家はほとんど

何もしていない状態が多い

傾向 

②取得方法に関わらず管理業

者に委託して管理を行って

いる空き家は少数 

④遠方に住んでいる，費用の問

題，高齢のため維持管理でき

ない割合が過半数を占める 

⑤使用できる状態にない建物

が過半を占める 

⑧相続した空き家の約３割は，

相続人が利用方法を決めて

いない 

⑩利活用の具体的な方法や手

順がわからない相続人が多

い 

⑩資産として保有していたい

意向は少ない 

⑪売却または建物を取り壊し

て更地にすることを望む意

向が強い 

⑭「取壊しの費用」，「専門家の

紹介」，「相談窓口」への支援

が期待されている 

■相続した場合は資産と

して保有する意向が希

薄であるため，管理不全

が生じ，建物が使用でき

る状態にない（②，④，

⑤，⑩） 

 

■利活用の方法等が分か

らないため，空き家とな

っている可能性が高い

（⑧，⑩） 

 

■相続した場合は，資産と

して保有する意向が希

薄のため，売却，取壊し

を望む意向が強く，「取

壊しの費用」，「専門家の

紹介」，「相談窓口」への

支援が期待されている

（⑩，⑪，⑭） 

（４）利活用したいと

考えている空き家の 

傾向 

（平成 28年度調布市空

き家所有者意向調査

で利用実態がなく，

利活用の意向がある

場合の傾向） 

②利活用したいがほとんど何

もしていない状態が多い傾

向 

④遠方に住んでいる，費用の問

題，高齢のためなど，維持管

理したくても問題がありで

きない割合が 9 割を占める 

⑤利活用したい空き家の約４

割が，使用できる状態 

⑤利活用したい空き家には，一

部改修すれば利用できる空

家，使用できる状態ではない

空き家が含まれている 

⑥「専門家の紹介」，「相続問題

等の相談窓口の設置」への支

援が期待されている 

■現状のまま利活用可能

な空き家と一部改修等

が必要など現状のまま

での利活用が困難と思

われる空き家がある

（②，⑤） 

 

■所有者本人が維持管理

できない状態のため，管

理不全に陥っている

（②，④） 

 

■利活用の意向が強いた

め，「専門家の紹介」，「相

続問題等の相談窓口の

設置」への支援が期待さ

れている（⑥） 
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項目 
主な現状 

※丸付き数字は５８～６４ページに

ある項目ごとの見出し番号と対応 

状況 
※丸付き数字は左欄の「主な現

状」と対応 

（５）利用されていな

い空き家の傾向 

（平成 28年度調布市空

き家所有者意向調査

で利用が確認できな

かったものの傾向） 

②旧耐震基準の住宅が多い 

③建替等が制約されることが

ある道路に接続しているも

のが約４割を占める 

④建物密度が高い地区では空

き家率が高い傾向 

■利活用が困難と思われ

る空き家が含まれてい

る（②，③） 

 

■地区の住環境の特性に

より，空き家の傾向が異

なる（④） 
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3-5.調布市の将来展望 

（１）将来人口 

 

【年齢４区分別人口】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢構成比】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調布市の将来人口推計（平成 30 年 3 月）  

○調布市の総人口は，今後も緩やかに増加を続けることが予想されますが，徐々

に増加幅は縮小し，令和１０年の 241,741 人をピークに減少に転じることが

予測されます。 

○老年人口(65 歳以上)は，今後も増加傾向が続くことが見込まれ，特に 75 歳以

上の人口が増加することが見込まれます。 

○高齢化率(基準年 21.4％)は，令和１０年で 23.1％となることが見込まれます。 
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（２）高齢者単身世帯 

 

【単身の高齢者世帯割合の推移】 

 

出典：国勢調査 

 

 

 ○昭和 63 年から平成 25 年の住宅総数，空き家数の実績値から将来の住宅総数，空

き家数を線形近似で推計すると，空き家数は今後も増加することが想定され，空き

家率も増加する傾向にあります。 

【将来の空き家率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース A：住宅総数，空き家数の実績値の線形近似による推計値により空き家率の推計値を算出 

ケース B：平成 25 年の住宅総数を上限とした住宅総数の推計値，及び，空き家数の実績値の線形近似に

よる推計値により空き家率の推計値を算出 

出典：住宅・土地統計調査  
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○高齢者単身世帯は，世帯数，世帯割合とも一貫して増加傾向にあります。 

○高齢者単身世帯は，今後も増加していくことが見込まれます。 
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（３）調布市の将来展望 

 

項目 主な現状 状況 

（１）将来人口 ○令和１０年をピークに

人口は減少に転じるこ

とが想定される 

○75 歳以上の人口は増加

が続くことが想定され

る 

■人口減少に伴い，やがて世

帯数も減少に転じ，住宅需

要が減少することが想定さ

れる 

 

■世帯数の減少，高齢者単身

世帯が占める割合の増加が

見込まれているため，相続

で取得する場合が多くなる

可能性が高い 

（２）高齢者単身世帯 ○高齢者単身世帯は，世帯

数，世帯割合とも一貫し

て増加傾向 

○高齢者単身世帯は，今後

も増加していくことが

見込まれる 
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3-6.状況からみる問題点 

 本市の空き家の状況は，建物の状態に分けて整理すると，以下の段階１から段階３に

分類した問題点があげられます。 

 

【建物状態の段階のイメージ】 

 

段階１ 健全 

○居住中の段階 

 

段階２ 空き家 

○空き家となった段階 

 

段階３ 危険な空き家 

○危険な空き家となった段階 

 

 

 

＜共同住宅等＞ ＜一戸建＞ 

 

 

●居住中 ●居住中 

●空き家 ●全戸空室 

●管理不全 ●管理不全 
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段階１：健全 

状況 問題点 

■新築のニーズが高く，住宅ストックが増加

している中，不要となった住宅がなくなら

ない状況にあるため，今後は住宅の過剰供

給が想定される 

■古い住宅の更新が行われないと，老朽化し

た住宅ストックが増加する可能性が高い 

■高齢者が持ち家である割合が高く，65 歳

以上の単身世帯数の占める割合が高いた

め，今後，相続等の問題が発生する可能性

が高い 

■今後も空き家が増加することが想定される 

■高齢化に関する理由等で空き家化，管理不

全になる可能性が高いことから，今後は空

き家の増加，管理不全の増加が想定される 

■人口減少に伴い，やがて世帯数も減少に転

じ，住宅需要が減少することが想定される 

■世帯数の減少，高齢者単身世帯が占める割

合の増加が見込まれているため，相続で取

得する場合が多くなる可能性が高い 

 

【老朽化した住宅ストックの増加】 

新築へのニーズ，世帯数減少によ

る住宅需要の減少が想定されるた

め，今後も空き家予備軍となる住宅

ストックの増加が懸念され，さらに

は時間の経過に伴って，老朽化した

住宅ストックの増加が想定されま

す。 

【相続等の空き家発生要因の増大】 

今後，一層の高齢化の進行，高齢

者単身世帯の増加に伴い，所有者の

高齢化や相続等の要因による空き家

の発生や適切に維持管理できない住

宅の増加が懸念されます。 

 

  

増
加
が
想
定
さ
れ
る
空
き
家
へ
の
対
応 
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段階２：空き家 

状況 問題点 

■多摩地域では高い住宅ニーズを有してお

り，特に共同住宅は顕著であるため，多摩

地域における住宅市場の優位性は高い 

■多摩地域では中古市場の優位性がみられ，

取得動向も増加傾向にあるため，中古市場

ニーズはある 

■新築住宅，中古住宅の市場ニーズは高い 

■賃貸用の住宅の空き家が多いことが本市の

特徴である 

■空き家の多くは賃貸用の住宅が占めるが，

今後は空き家の増加に伴いその他の住宅も

増加する可能性がある 

■腐朽・破損なしの良質な空き家が多くを占

めるため，空き家の利活用の可能性が高い 

■立地ポテンシャルが高い空き家が多く存在

するため，空き家の利活用の可能性が高い 

■建替時に制約があるため，空き家となって

いる可能性がある 

■狭小住宅，旧耐震基準の住宅など現状のま

まで市場に流通させることが困難と思われ

る空き家がある 

■現在でも問題なく使用できる状態であり，

利活用意向もあることから，空き家が利活

用できる可能性がある 

■相続した場合は資産として保有する意向が

希薄であるため，管理不全が生じ，建物が

使用できる状態にない 

■利活用の方法等が分からないため，空き家

となっている可能性が高い 

■現状のまま利活用可能な空き家と一部改修

等が必要など現状のままでの利活用が困難

と思われる空き家がある 

■利活用の意向が強いため，「専門家の紹介」，

「信頼できる機関からの借り手の紹介」へ

の支援が期待されている 

 

【旺盛な市場ニーズの活用】 

多摩地域における住宅市場の優

位性を踏まえ，市場へ流通させて活

用することが求められます。 

【将来的な賃貸空き家の増大 

リスク】 

本市の空き家の多くは賃貸用の

住宅が多くを占めているため，市場

ニーズと所有者の意向のバランス

に整合した対応が求められます。 

【市場に流通していない良好な空

き家の存在】 

本市では中古市場の優位性があ

り，良質で立地ポテンシャルが高い

空き家・空室が多く存在しているた

め，市場へ流通させることが求めら

れます。 

【流通が難しい空き家の存在】 

空き家所有者が利活用を望むが

管理不全となっている空き家，建替

時の制約，改修・建替時の費用負担

が必要となる空き家など，現状のま

までは市場へ流通の可能性が困難

な空き家の流通または適正管理を

促進する対応が求められます。 

 

■高齢化に関する理由等で空き家化，管理不

全になる可能性が高いことから，今後は空

き家の増加，管理不全の増加が想定される 

【管理不全な空き家増加の懸念】 

今後，高齢化の進展等により，所

有者本人が維持管理できない状態

が増加しても，適正管理が継続され

ることが求められます。 

  

管
理
不
全
な
空
き
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懸
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利
活
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意
向
へ
の
対
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段階３：危険な空き家 

状況 問題点 

■腐朽・破損ありの一戸建が増加傾向にある

ことから，一戸建は適切に維持管理するこ

とが困難な所有者が増大している 

■高齢化に関する理由等で空き家化，管理不

全になる可能性が高いことから，今後は空

き家の増加，管理不全の増加が想定される 

■相続した場合は資産として保有する意向が

希薄であるため，管理不全が生じ，建物が

使用できる状態にない 

■所有者本人が維持管理できない状態のた

め，管理不全に陥っている 
 

【様々な理由に伴う管理不全】 

所有者本人が維持管理できない

状態，相続や空き家所有者の高齢化

による管理不全など，様々な理由に

より，適切に維持管理できない空き

家の増加が懸念されます。 

■特定空き家相当の空き家が見受けられるた

め，このまま放置された場合に倒壊の危険

性，放火による火災や周辺への延焼，ゴミ

の放置，周辺環境や景観への影響などが懸

念される 

■高齢化に関する理由等で空き家化，管理不

全になる可能性が高いことから，今後は空

き家の増加，管理不全の増加が想定される 

■相続した場合は，資産として保有していた

い意向が希薄のため，売却，取壊しを望む

意向が強く，「取壊しの費用」，「専門家の紹

介」，「相談窓口」への支援が期待されてい

る 

■利活用が困難と思われる狭小住宅が空き家

化，特定空き家化に陥る傾向にある 

■地区の住環境の特性により，空き家の傾向

が異なる 

 

【危険な空き家への安全性の確保】 

地区の住環境の特性，敷地の問

題，所有者の管理不全などにより，

特定空き家相当の空き家が生じて

いるため，建物倒壊等の災害時や防

犯面での危険性が懸念されます。 

 

【管理不全で危険性の高い空き家】 

老朽化や適切に管理されていな

い空き家などの跡地利用への誘導

が求められます。 

■建替時に制約があるため，空き家となって

いる可能性がある 

■狭小住宅，旧耐震基準の住宅など現状のま

まで市場に流通させることが困難と思われ

る空き家がある 

【建替時に制約を受ける空き家へ

の対応】 

接道条件等によって，建替・除却

等が進まない空き家への対応が求

められます。 
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